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教育研究評議会（第 193 回）議事要旨 

 

 

Ⅰ．日 時  2019年（令和元年）11 月 26日（火） 14:20～15:11 

 

Ⅱ．場 所  本部管理棟 2階中会議室 

 

Ⅲ．出席者  林学長、今井理事・副学長、山田理事、犬飼理事、中山副学長・附属図書館長、武田

副学長、松隈副学長、青山大学院総合国際学研究院長・研究科長、川村大学院国際日

本学研究院長・国際日本学部長、真島国際社会学部長、星アジア・アフリカ言語文化

研究所長、佐野大学院総合国際学研究院副研究院長、村尾大学院国際日本学研究院副

研究院長、黒澤言語文化学部副学部長、松永国際社会学部副学部長、シートン国際日

本学部副学部長、近藤アジア・アフリカ言語文化研究所副所長 

（合計 17名） 

陪席者  寺前監事、桑原監事 外 

 

Ⅳ．資 料  1. 教育研究評議会（第 192回）議事要旨（案） 

2. 2021年度入学者選抜における「英語科目」の扱いについて（変更）（案） 

3. 国立大学法人東京外国語大学登録商標使用許可申請書 

4. 国立大学法人東京外国語大学登録商標更新等申請書 

5. 西南学院大学と東京外国語大学との連携・協力に関する基本協定書（案） 

6. 大学等間国際学術交流協定の締結について 

7. 平成 30年度に係る業務の実績に関する評価結果について 

8. 研究不正行為の告発に対する調査について 

9. 研究力の分析に資するデータ標準化に係るデータ作成のための基礎データ確認

のお願い 

 

 

○ 教育研究評議会（第 192回）議事要旨の確認について 

林学長から、資料 1に基づき、教育研究評議会第 192回議事要旨について、確認願いたい旨の

発言があり、これを確認した。 

 

Ⅴ．議 題 

＜審議事項＞ 

1. 入試予告の変更について 

今井理事及び佐伯入試課長から、資料 2 に基づき、英語 4技能試験の取り扱いが変更されたこ

とを受けた本学の対応を公表することについて説明があり、審議の結果、次のとおり文言を一部

修正の上で、これを承認した。 

･第 2段落 5行目 「日本留学試験利用入試」の後に「及び海外高校推薦入試」を追加 

･第 3段落 2行目 「2021 年度入試より」の前に「従来の国際日本学部に加え、」を追加し、「言

語文化学部、国際社会学部」の後の「、国際日本学部」を削除 

 

2. 商標使用申請について 

中山副学長から、資料 3 に基づき、東京外国語大学生活協同組合より申請された、本学の登録

商標をデザインに使用したマグカップの作成・販売を行うための商標使用について説明があり、
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審議の結果、これを承認した。 

 

3. 商標権の登録期間の非更新について 

中山副学長から、資料 4 に基づき、2020 年 3月 12日に登録期間が満了となる本学の登録商標

「e-アラムナイ」については、期間の更新は行わない方針である旨説明があり、審議の結果、こ

れを承認した。 

 

4. 西南学院大学との連携・協力に関する基本協定の締結について 

今井理事から、資料 5に基づき、西南学院大学と本学との間で連携・協力に関する基本協定を

締結することについて説明があり、審議の結果、これを承認した。 

 

5. 大学等間国際学術交流協定の締結及び更新について 

松隈副学長から、資料 6 に基づき、次の 16件の国際学術交流協定の締結・更新について説明が

あり、審議の結果、これを承認した。 

（新規締結） 

・サンフランシスコ州立大学（米国） 

・デラサール大学（フィリピン） 

・モウラーナ・アーザード国立ウルドゥー大学（インド） 

・バイーア連邦大学（ブラジル） 

・ミーニョ大学（ポルトガル） 

・西安外国語大学（中国） 

・中央ヨーロッパ大学（ハンガリー） 

・カリフォルニア大学リバーサイド校 

・セビーリャ大学（スペイン） 

・ビャウィストック大学（ポーランド） 

（更新） 

・パラナー連邦大学（ブラジル） 

・ロシア国立人文大学（ロシア） 

・ライデン大学（オランダ） 

・国立台湾大学（台湾） 

・ヤンゴン大学（ミャンマー） 

・アリー・バーバー・インターナショナル・センター（ヨルダン） 

 

＜報告事項＞ 

1. 平成 30年度に係る業務の実績に関する評価結果について 

今井理事から、資料 7 に基づき、国立大学評価委員会から伝達された、平成 30年度に係る業務

の実績に関する評価結果について報告があった。 

 

2. 研究倫理教育及びコンプライアンス教育の実施について 

中山副学長から、資料 8 に基づき、研究倫理教育及びコンプライアンス教育について報告があ

り、部局長（研究倫理教育責任者・コンプライアンス推進責任者）に対し、部局長の責任のもと、

部局会議等の場で資料を配付・説明し、理解を促すよう依頼があった。 

 

3. 研究力の分析に資するデータ標準化に係るデータ作成のための基礎データ確認について 

中山副学長から、資料 9 に基づき、内閣府からの依頼を受け、常勤教員に対し、研究力の分析



3 

に資するデータ標準化に係るデータ作成のための基礎データ確認への協力を依頼することについ

て、報告があった。 

 

 

○ 林学長から、次回の教育研究評議会については、12月 24日（火）に本部管理棟 2階中会議室に

おいて開催を予定している旨、連絡があった。 

 

以 上 


